
金

の
原
型
に
つ
い
て

羅
敎
の
傳

を

っ
て

夏

雨

一

序
言

羅
敎
は
中
國
で
誕
生
し
た
民

敎
派
の
一
つ
で
あ
る
。

の

か
ら
正
德
年

、

糧
軍
人
の
羅
淸
が
羅
敎
を
創
立
し
、
後
に

羅

と
呼
ば
れ
た
。
創
立
當

、
羅

は
密
雲
古
北
口
で

法
を

始
め
、

い
で
羅
敎
は
す
ぐ
に

糧
軍
人
の

で
傳
播
し
始
め
た

が
、

代
の
高

山
德
淸
に
よ
っ
て
「

１
）」

と
し
て
斥
け
ら

れ
た
。
こ
の
民

敎
派
は
、

淸
の
民

敎
派
に
深
い
影

を
も

た
ら
し
た
。
羅
敎
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
「
無
生
老
母
、
眞
空
家

」

は
、

淸
の
民

敎
派
に
共

す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た2

）。

羅
敎
の
經
典
『
五
部
六

』
は
、
寶

3
）の

形
式
で
世
に
出
た
後
、

大
量
に
刊
行
さ
れ
た
。
他
の
民

敎
派
も
相

い
で
そ
れ
に
倣
い
、

自
ら
の
寶

を

し
、

淸
に
寶

の
刊
行
は
ピ
ー
ク
を

え
た
。

羅
敎
は
ま
ず

河
流
域
に
沿
っ
て
傳
播
し
た
後
、
各
地
へ
と

散

し
て
い
っ
た
。
羅

の
死
後
、
羅
敎
の
衣
鉢
は
彼
の
後
代
に
傳
承

さ
れ
た
が
、
そ
れ
と
は
別
に
大
乘
敎
と
い
う
分
派
も
生
じ
、
そ
の

後
、
更
に
多
く
の
分
派
が
だ
ん
だ
ん
と
現
れ
始
め
た
。

の
滅

と
淸

の

期
の
動

を
經

し
た
羅
敎
は
、

滅
し
た
の
で

は
な
く
、
民

に
流
傳
し
續
け
て
き
た
。

羅
敎
の
創
立
か
ら
、
そ
の
傳
播
や
變

の

で
、
開

で
あ

る
羅

び
羅
敎
の
創
立
に
關
す
る
傳

が
あ
る
。
本
論

で
は

こ
れ
ら
の
傳

を
羅
敎
の
傳

と

す
る
。
羅
敎
の
傳

に
は
、

四
三

金

の
原
型
に
つ
い
て



人
公
で
あ
る
羅

以
外
に
も
、
羅
敎
と
關
係
の
深
い
人
物
が
數

人
登
場
し
て
く
る
。
金

は
そ
の

の
一
人
で
あ
る
。
數
種
あ
る

羅
敎
の
傳

の
中
で
、
い
ず
れ
も
金

は
羅

の
師
匠
と
い
う
立

ち
位
置
で
登
場
し
て
く
る
。
傳
世

に
お
い
て
、
神

さ
れ
た

羅
敎
の
傳

と
し
て
は
分
派
で
あ
る
齋
敎
の
經
典
『
三

行
脚
因

由
寶

』
か
ら
登
場
し
て
い
る
。『
三

行
脚
因
由
寶

』
は
淸

の
康
熙
年

に
刊
行
さ
れ
た
寶

で
あ
る
。
そ
れ
以

の
羅
敎
傳

の

況
は

晰
に
し

い
が
、
少
な
く
と
も
康
熙
年

ま
で
に

は
、
羅
敎
の
傳

は
基
本
の
筋
を
完

さ
せ
て
い
た
。

從
來
の

究
は
、
思
想
史

な

點
か
ら
、
羅

の
出
身
、
敎

義
や
經
典
、
羅
敎
に
お
け
る
佛
敎
の

承
、

び
後
世
の
民

敎

派
に
對
す
る
影

を
問
題
と
し
、
羅
敎
が
如
何
に
し
て
創
立
せ
ら

れ
た
か
、
創
始

の
羅

と
は
ど
う
い
っ
た
身
分
の

で
あ
っ
た

か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
先

に
よ
っ
て
多
く
の
考
證
が
な
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
金

の
出
自
に
言

し
た

究
は
未
だ
に
少
な

い
。宗

敎
學
に
よ
れ
ば
、
神
話
と
宗
敎
と
は
密
接
な
關
係
に
あ
り
、

世
界
中
の

々
な
宗
敎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
話
シ
ス
テ
ム
を
築
い

た
。
宗
敎
學
の
創
始

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
、「
人

神

に
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

去
へ
の
畏
敬
が

わ
っ
て
お
り
、

ま
た
人

の
宗
敎

敬
虔
さ
は
、
子
の
親
に
對
す
る
孝
心
と
同
じ
、

自
然
な
水
源
か
ら
流
れ
出
し
て
い
る
。

ぎ
た
時
代
の
傳
承
が
奇

妙
で
野

で
、
時
に
不

德
な
い
し
不
可
能
に
見
え
た
と
し
て
も
、

各
世
代
は
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
、

び
堪
え
う
る
形
に
作
り
直
し
、

さ
ら
に
は
眞
の
深
い

味
を

ら
か
に
さ
え
し
て
き
た
の
で
あ

る
。」

4
）

と
記
し
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
こ
の
言
葉
は
、

宗
敎
に
お
け
る
神
話
は
各
世
代
の
信
徒
が

承
し
つ
つ
、

え
ず

書
き
換
え
な
が
ら
形

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

宗
敎
神
話
を

構
築
す
る

は
、
宗
敎
が
發
展
し
た
深
い
含

を
反
映
し
て
い
る
。
故
に
、
宗
敎
神
話
を

究
す
る
の
も
必

な

こ
と
で
あ
る
。
中
國
の
民

敎
派
で
あ
る
と
こ
ろ
の
羅
敎
に
と
っ

て
、
そ
れ
に
關

す
る
傳

が
神
話
と
同
等
に

わ
れ
て
良
い
か

と
い
う
問
題
も
あ
る
。
結
論
を
出
す
に
は
ま
だ
議
論
の
餘
地
が
あ

る
が
、
羅
敎
の
傳

に
は

ら
か
に
佛
敎
、

敎
の

素
が
入
り
、

宗
敎
神
話
と
同
じ
よ
う
に
、
信
仰
自
體
の

況
を
反
映
し
て
い
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
筆

は
羅
敎
の
傳

形

の

四
四

金

の
原
型
に
つ
い
て



源
や
そ
の
影

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
敎
團
を

構
築
し
た

史
の
一
端
を
垣

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
中
で
も
、

人
公
羅

だ
け
で
な
く
、
金

と
い
う
人
物
の
由
來
や
作
ら
れ
た

に
も

目
す
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
論

で
は
、
羅

の
師
父
、
金

を
テ
ー
マ
と
し
、

金

の
原
型
と
そ
の
變
容
を
探
求
し
な
が
ら
、
羅
敎
の
信
徒
が
敎

團
を
構
築
し
た

史
の
一
端
を

ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
試
み

る
。

二

先
行

究

本
稿
の

究
對

は
羅
敎
の
傳

の
中
の
金

で
あ
る
。
羅
敎

に
關
す
る

も
早
い

究
は
、
一
九
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宣
敎
師

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の

室
亞
細
亞
協
會
支
那
部
門

の
會
報
（Jo

u
rn
a
-list

o
f
R
o
y
a
l
A
sia
tic

S
o
ciety

）
に
、
そ
れ
に

關

し
た

究
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
宣
敎
師
以
外
で
も
、
オ
ラ

ン
ダ
の

學

デ
・
ホ
ロ
ー
ト
（Ja

n
Ja
k
o
b
M
a
ria

d
e
G
ro
o
t

、

中
國
名
は
高
廷
）
が
ア
モ
イ
で

査
を
行
い
、
そ
こ
で
羅
敎
の
分

派
を
發
見
し
た
。
そ
の

作
『
中
國
に
お
け
る
宗
敎
受

史
』

（
牧
尾
良

譯
、
東
京：

國
書
刊
行
會
、
一
九
八
〇
）
に
お
い
て
、
彼

は
羅

の
傳

を
紹
介
し
、
宣
敎
師
の
エ
ド
キ
ン
ス
（Jo

s ep
h

・

E
d
k
in
s

、
中
國
名
は
艾
約
瑟
）
の

究
と
も
結
び
附
け
て
、
兩

が
目
に
し
た
寶

は
同
じ
く
無
爲
敎
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
と
論

證
し
た
。

十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

究

は

考
證
と
實
地

査
を

合
わ
せ
て

究
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
の

究
で
は

考
證

が

位
を
占
め
て
い
る
。
對
し
て
、
日
本
と
中
國
の

究
は

に

考
證
の
手
法
を
用
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

果
も
大

き
い
。
二
十
世
紀
四
十
年
代
、
鈴
木
中
正
の
「
羅
敎
に
つ
い
て
」

（『
東
洋

究
紀

』
第
一
號
、
一
九
四
三
）、

本
善
隆
の

「
羅
敎
の

立
と
流
傳
に
つ
い
て
」（『
東
方
學
報
』

京

）
第
十

七
號
、
一
九
四
九
）
と
い
っ
た
論

が
相

い
で
世
に
現
れ
、
羅

敎
の

立
や
傳
承

、

び
そ
の
敎
義
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

澤
田
瑞
穗
の
『

補
寶

の

究
』（
東
京：

國
書
刊
行
會
、
一
九

七
五
）
は

も
早
く
寶

を
系
統
立
て
て

究
し
た
大

で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、「
羅

の
無
爲
敎
」
な
る
一

が
收
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
加
治

之
「
羅
敎
の
信
仰
の
形

と
「
光
」
に
つ
い

四
五

金

の
原
型
に
つ
い
て



て
」（『
中
哲

學
會
報
』
第
十
號
、
一
九
八
五
）、

川
亨
「
羅
敎

典
の
敎
理
｜
「
五
部
六

」
の
分
析
」（『
人

科
學
年
報
』
第

三
十
四
號
、
二
〇
〇
四
）、
酒
井
忠
夫
『
中
國
幇
會
史
の

究

靑

幇

』（
東
京：
國
書
刊
行
會
、
一
九
九
七
）、
淺
井
紀
『

淸
時
代

民

宗
敎
結
社
の

究
』（
東
京：

出
版
、
一
九
九
〇
）、
鈴
木

中
正
『
千
年
王
國

民
衆

動
の

究
』（
東
京：

東
京
大
學
出
版

會
、
一
九
八
二
）、
相
田
洋
「
羅
敎
の

立
と
そ
の
展
開
」（
靑
年

中
國

究

會
議

『
續
中
國
民
衆
反

の
世
界
』、

古
書
院
、
一

九
八
三
）、
野
口
鐵

『
結
社
が
描
く
中
國

現
代
』（
東
京：

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
）
と
い
っ
た
論

や
專

は
社
會
史

角
度
か
ら
民

敎
派
の
結
社
や
反

等
の
問
題
を
分
析
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の

究
は
羅
敎
の
一
分
派
た
る
水
手
羅
敎
が
靑
幇

へ
轉

す
る

に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
吉
岡
義
豐
が
執
筆
し

た
『
ア
ジ
ア
佛
敎
史

中
國

Ⅲ

現
代
中
國
の

宗
敎

民
衆

宗
敎
の
系

』（
中
村
元
、
笠
原
一
男
、
金
岡
秀
友

修
・

）
に

は
、「
羅

の
傳

」
と
い
う

が
あ
り
、『
聊
齋
志
異
』
に
書
か

れ
た
羅

に
關
す
る
話
を
紹
介
し
た
。
そ
の
他
に
、
馬
西
沙
・
韓

方
の
『
中
國
民

宗
敎
史
』（
上

：

上

人
民
出
版
社
、
一
九

九
二
）
の
中
の
「
羅

と
五
部
六

」
で
は
、
特
に
羅

が
投
獄

さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
を

證
し
、
史
實
で
あ
る
と

張
し
た
。
上

し
た

究
は
み
な
羅

の
出
身
、
經

等
に

れ
て
お
り
、
そ
れ

ら
に
對
す
る
詳
細
な
考
證
や
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
羅

傳

の
形

に
つ
い
て
は
、

々
に
し
て
一
言
附
す
だ
け
で
、

詳
細
な
分
析
を
加
え
て
は
い
な
い
。
そ
の
中
で
、
羅
敎
傳

の
中

心
人
物
で
あ
る
羅

の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
は
、
比
較

多
く
の

考
證
が
な
さ
れ
て
き
た
。
以
上
の

究
の
中
で
、
羅

の
師
匠
と

し
て
登
場
す
る
金

に
關
し
て
考
證
し
た
も
の
は
、
筆

の
知
る

限
り
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
從
來
の

究
の
多
く
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
分
野
の

壁
が
見
ら
れ
る
。
羅
敎
關
係
の

究
に
は
、
思
想
史

究
、
社

會
史

究
と
い
っ
た
二
大
分
野
が
あ
る
他
、
幇
會
史
な
ど
と
い

っ
た
、
更
に
細
か
い
テ
ー
マ
に

別
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

更
に
、
分
野
の
壁
以
外
に
、
羅
敎
の

究
に
は
時

軸
上
の
壁
も

存
在
し
て
い
る
。
特
に
、
中
國
の

史

究
に
お
い
て
は
、
一
八

四
〇
年
の
ア
ヘ
ン

を
境
界
線
と
し
て
、
古
代
史
と

代
史
が

分
か
た
れ
る
た
め
、
そ
の
壁
は
よ
り
顯

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

四
六

金

の
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型
に
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い
て



羅
敎
は

末
に
誕
生
し
、
民
國
期
に
至
っ
て
靑
幇
が
形

さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
他
の
分
派
も

々
な
經
緯
を
經
て
い
る
た
め
、

體

と
し
て
の
傳
承
の
流
れ
が
、
中
國
史
に
お
け
る
一
般

な

史
區

分
法
に
よ
っ
て
分
か
た
れ
、
古
代
史
と

代
史
を
跨
い
で
し
ま
う
。

こ
う
し
た
分
野
の
壁
が
羅
敎

究
の
一
部
に
大
き
な
龜
裂
を
も
た

ら
し
た
。

氏
が
そ
の

書
『
民

宗
敎
與
結
社
』（
國
際

出
版
公
司
、
一
九
九
四
、
七
十
七
頁
）
で
言

し
た
よ
う
に
、

「（
靑
幇
メ
ン
バ
ー
は
）
自
ら
を
佛
敎
臨
濟
宗
の
分
派
だ
と
勿
體
振

っ
て
話
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は

く
關
係
の
な
い
金
幼
孜
、

羅
淸
、
陸

の
三
人
を
引
っ
張
り
出
し
て
、

三

と
し
た
。」

實
際
、
靑
幇
メ
ン
バ
ー
が
自
ら
の
源
流
を
叙

す
る
際
、
話
を

り
上
げ
る
こ
と
も
多
々
あ
る
が
、

代
に
は
、
羅

が
若
い
頃

は
臨
濟
宗
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
す
る
記
載
も
あ
り
、
金

の
原
型

も
臨
濟
宗
と
關

が
あ
る
（
後
に
詳

す
る
）。
靑
幇
メ
ン
バ
ー
が

自
ら
を
臨
濟
宗
だ
と

す
る
の
は
、
こ
の
こ
と
と
は
何
ら
か
關

が
あ
り
、
た
だ
の
で
っ
ち
上
げ
で
も
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
羅

が

番
兵
を

け
た
と
い
っ
た
よ
う
な
傳

も
、
靑
幇
メ
ン
バ
ー
の
手

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
康
熙
年

に

さ
れ
た
羅
敎
の
分
派
、

齋
敎
の
經
典
『
三

師
行
脚
因
由
寶

』
に
お
い
て
、
早
く
も
こ

の
傳

の
原
型
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
靑
幇
メ
ン
バ
ー
が

羅

傳

を

り
上
げ
た
と
い
う

っ
た
結
論
に
至
っ
た
の
は
、

恐
ら
く

代
史
、
幇
會
史
を

究
す
る

が
民
國
期
の
幇
會
關

史
料
に
の
み
着
目
し
、
古
代
史
に
區
分
さ
れ
る
史
料
に
あ
ま
り
氣

を

ら
ず
、
羅
敎
と
靑
幇
が

續
し
た
存
在
で
あ
る
と
あ
ま
り

識
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な

究

況
を
鑑

み
て
、
羅
敎
自
體
に
は

た
り
が
存
在
せ
ず
、
一
種
の
民

敎
派

で
あ
る
と
と
も
に
、

密
結
社
を
結

し
、
反

や

學
等
々
と

も
關

が
深
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
羅
敎

究
も
領
域
や

史
區

分
の
壁
を
打
ち
破
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
筆

は
切
に
そ
う
思
う
。

こ
う
し
た
壁
を
踏
み
越
え
る
こ
と
は
本

究
の
目

で
も
あ
り
、

極
力
目
指
し
た
い
方
法
で
も
あ
り
、
こ
こ
に
本

究
の
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
ー
も

在
す
る
。
こ
の
點
は
本
稿
の
史
料

に
顯
れ
よ

う
。本

稿
で
使
用
す
る

料
は
、

に
以
下
の
四
種

に
分
け

ら
れ
る
。

１
、『
三

行
脚
因
由
寶

』。
羅
敎
の
分
派
の
一
つ
で
あ
る
齋
敎

四
七

金

の
原
型
に
つ
い
て



の
經
典
で
、
羅
敎
の
傳

を
記

し
た

で
あ
る
。
こ
の
寶

は
、
金

に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
が
、
羅
敎
の
傳

の

形

時
期
を
考
え
る
上
で
は

味
が
あ
る
。

２
、「
靑
幇
手

」（
靑
幇

部
で
は
「

漕
」
と
言
う
）。
靑
幇
の

テ
キ
ス
ト
で
あ
る
「
靑
幇
手

」
に
も
金

に
つ
い
て
の
記

が
あ
り
、
そ
の
う
ち
『
淸

輯

』
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
、

「
靑
幇
手

」
が
か
つ
て
は

々
な
種

が
存
在
し
な
が
ら

に
よ
っ
て
多
く
が
失
わ
れ
た
と
さ
れ
る
中
で
、
現
在
ま
で
傳

來
し
、
ま
た
詳
細
な
記

の
あ
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
ま
た
タ

イ
ト
ル
か
ら
し
て
、
雍
正

年
に
流
傳
し
て
い
た
と
さ
れ
る

『
淸

經
』
と
の
關

性
が
想
定
さ
れ
る
。
恐
ら
く
、
そ
の

容
を
整
理
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
、

本
稿
で
は
民
國
期
に

立
し
た
『

指
南
』・『
淸
門
考

源
』・『
安
淸
史
鑑
』
も
取
り
上
げ
る
。
こ
の
う
ち
、『

指

南
』
は
作

不
詳
で
あ
る
が
、
行

や

容
か
ら
見
る
に
、
靑

幇
の
關
係

が

集
・
出
版
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
、
ま
た

『
淸
門
考
源
』
も
靑
幇
の
「
弟
子
」
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
以
上
の
三
書
は
、
靑
幇
に
お
け
る
口
傳
の
系

・
規

則
を
整
理
し
た
テ
キ
ス
ト
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
は

當
時
傳
わ
っ
て
い
た
金

に
關
す
る
傳

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

３
、
元
靑
幇
弟
子
の
回
想

。
本
稿
で
は
、
元
靑
幇
弟
子

姜

豪
の
回
想

『
和
談
密
使
回
想

』
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
本

に
は
、
姜
豪
が
元
靑
幇
弟
子
と
し
て
知
っ
て
い
る
靑
幇
の
源
流

に
つ
い
て
記
し
た

容
が
あ
る
。

４
、

の
史
料
。『

史
』、
地
方
誌
、
筆
記
な
ど
。
そ
の
う
ち

一
部
で
は
、
金

の
原
型
に
關
す
る
描
寫
が
記

さ
れ
て
い
る
。

以
上

げ
た
史
料
は
、

言

で
書
か
れ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、

民
國
時
代
に
白
話

で
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。
史
料
の
原

を

げ
る
際
、
本
稿
は

言

を
書
き
下
し

に
、
民
國
時
代
の
白

話

と
現
代
中
國
語
を
現
代
日
本
語
譯
に
し
て
示
す
。

な
お
、
羅
敎
の
經
典
『
五
部
六

』（『
苦
功
悟

』
一

、

『

世
無
爲

』
一

、『
破

顯
證

匙

』
二

、『
正
信
除
疑
無

修
證
自
在
寶

』
一

、『
巍
巍
不
動
太
山
深
根
結
果
寶

』
一

）

に
は
、
金

に
つ
い
て
の
記

は
現
れ
な
い
。

四
八

金

の
原
型
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い
て



三

羅
敎
の
傳

の
中
の
金

羅
敎
に
は

々
な
分
派
が
あ
り
、
齋
敎
は
そ
の
中
の
一
つ
で
あ

る
。『
三

行
脚
因
由
寶

』
は
齋
敎
の
經
典
で
あ
り
、
羅
敎
の

傳

を
記

し
た

で
あ
る
。『
三

行
脚
因
由
寶

』
の
出

現
は
羅
敎
の
經
典
『
五
部
六

』
よ
り
も

か
に

く
、
光

年

刻
本
『
三

行
脚
因
由
寶

』
の
序

の
末
尾
に

さ
れ
た
日

に
ち
に
よ
れ
ば
、
こ
の
寶

は
康
熙
二
十
一
年
（
一
六
七
五
年
）

に
世
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
寶

は
羅

に
つ

い
て
詳
し
く
記

し
て
い
る
が
、
金

と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は

記
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
羅

を
中
心
と
し
た
羅
敎
の

傳

で
あ
り
、
羅

の
師
匠
ま
で
は
記

し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、

康
煕
年

の
羅
敎
の
傳

に
、
金

と
い
う
人
物
が
ま
だ
入
っ
て

い
な
か
っ
た
と
は
一

に
言
え
な
い
。

羅
敎
に
は
、
水
手
羅
敎
と
い
う
重

な
分
派
が
あ
る
。
羅
敎
が

創
立
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は

糧
軍
人
へ
と
傳
播
し
て
い
っ
た
。
そ

の
時
、
羅
敎
の
組
織
は
す
で
に
形

さ
れ
て
い
た
が
、

が
缺

け
て
い
る
た
め
、

代
の
羅
敎
組
織
の

況
は

し

い
。
淸

代
に
入
る
と
、

代
の

糧
軍
人
の

承

・
漕

水
手
に
よ
る

羅
敎
組
織
は
行
幇
會
社
へ
と
轉

し
、
更
に
、
禁
敎
等
の

因
に

よ
り
、
そ
れ
は

密
結
社
へ
と
變
容
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
後
の

靑
幇
の

身
で
あ
る
。
以
上
が
、
水
手
羅
敎
が

密
結
社
へ
と
轉

し
て
い
っ
た

史

の

で
あ
る
が
、「
靑
幇
手

」

の
中
に
お
け
る
羅
敎
の
傳

の
記

は
、
さ
な
が
ら
神
話
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
創
作
さ
れ
た
物
語
や
神

素
が
大
量
に

り

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
金

と
い
う
人
物
は
羅

の
師
匠

と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

で

べ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
「
靑
幇
手

」
に
は

々
な

種

が
存
在
し
た
が
、

に
よ
っ
て
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
た
。

現
在
ま
で
傳
わ
っ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
民
國
期
に
出
版
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
古
い
手

は
盡
く

燼
に

し
た
た
め
、
民
國

期
に
「
靑
幇
手

」
が

出
版
さ
れ
る
ま
で
、
羅
敎
の

や
靑

幇
の
規
則
等
は
口
傳
で
傳
承
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
日

と
な
っ
て
は
、
古
い
手

の

容
を
知
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
た
め
、

金

の
物
語
が
羅
敎
の
傳

に
混
入
し
た
と
い
う
結
果
は
與
え
ら

れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
混
入
し
た
時
期
や
經
緯
が
何
時
だ
か
は
わ

四
九

金

の
原
型
に
つ
い
て



か
ら
な
い
。
た
だ
、
羅
敎
關

の

の
中
に
お
い
て
、
金

は

「
靑
幇
手

」
に
の
み
現
れ
る
人
物
で
あ
る
か
ら
、
水
手
羅
敎
が

創
作
し
た
人
物
だ
と
は
言
え
よ
う
。

「
靑
幇
手

」
に
記

さ
れ
た
羅
敎
の
傳

は
、
版
本

に

あ
る
。
そ
の
中
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
箇

も
あ
れ
ば
、
互
い

に
矛
盾
し
て
い
る

も
あ
る
。
雍
正

年
、『
淸

經
』
と
い
う

手

が

に
あ
る

度
の
權
威
を
も
っ
て
流
傳
し
て
い
た
が
、

の
た
め
に
そ
れ
を
含
む

書
は
盡
く

燼
に

し
た
。
後
に
、

互
い
に

容
の
矛
盾
す
る
手

が
多
く
現
れ
、
孰
れ
の
も
の
が
確

か
な
の
か
は
定
か
で
は
な
か
っ
た
。

い
で
そ
れ
ら
を
蒐
集
し
た

書
物
も
現
れ
始
め
た
。
時
は
淸
末
民
國

期
に
至
り
、『
淸

輯

』
な
る
書
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、『
淸

輯

』
は
そ
の
時
流
傳
し
て
い
た
叢
書
の
中
で

も
詳
細
に
し
て
確

實
な
版
本
で
あ
る
。
今
は
そ
の
序

を
信
ず
る
に
値
す
る
も
の
と

し
、

容
を
見
る
と
、
そ
の
中
に
も
手

の
記

が
異
な
っ
て
い

る
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
更
に
そ
の
原
因
が

さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
咸
豐
十
年
、
洪
楊
の
役

ひ
家
廟
に

ぶ
。
有
す

る

の

書

燼
す
ら
存
す
る
無
し
。
是
の
故

中
の
妙
用
、

其
の
本
眞
を
失
ふ
。
須
ら
く
先

後
學
し
て
、

（
つ
た
）
ふ
る

に
口
傳
心
授
を
以
て
し
、
相
ひ
沿
ふ
に
如
く
は
無
し
。
日
久
し
く

し
て
性
理
各
々
殊
な
る
を

れ

く
、
五

八
門
、
互
ひ
に
相
ひ

之
を
詰

し
、

端
竝
び

く
。
其
の
言
ふ

を
究
む
れ
ば
人
人

殊
な
り
て
、

た
考
證
す
る
こ
と
無
き
に
苦
し
む
。」

5
）

と
い
う
事

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
淸

輯

』
と
い
う
書
名
か
ら
鑑
み

る
に
『
淸

經
』
と
は
何
か
關
係
が
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
『
淸

經
』
の
傳
世
し
た

容
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
と
筆

は
推
測

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
『
淸

輯

』
を
基
準
と
し
つ

つ
、
そ
れ
と
『

漕
輯

』、『
淸
門
考
源
』、『
安
淸
史
鑑
』
と
を

比
較
し
、
史
實
と
照
ら
し
合
わ
せ
て

討
す
る
。

『
淸

輯

』
に
よ
れ
ば
、
金

に
關

す
る

容
は
以
下
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
代
は
淸
字
輩
の
金

、
名

は
碧
峯
で
、
南
直

應

天
府
（
今
の
南
京
）
の
人
で
あ
っ
た
。
景
泰
年

、

元

戍
の
官
職
に
就
き
、
漕
糧

を

督
・
管
理
し
て
功
が
あ

っ
た
。
後
、
高
官
位
を
謝
辭
し
、
官
職
を
辭
し
て
出
家
し
た
。

紫
霞
山
（『

漕
輯

』
に
は
棲
霞
山
と
書
か
れ
て
る
）
に
お

五
〇

金

の
原
型
に
つ
い
て



い
て
修
行
し
、
福
建

江
出
身
の
林
山
と
、
浙
江

寧
出
身

の
陳
震
と
い
う
二
人
の
弟
子
を
受
け
入
れ
た
。
こ
れ
が
林

と
陳

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
の

は
流
傳
し
な
か

っ
た
。
金

は
甘

州
府

源
縣
に

し
て
回
っ
た
時
、

地
元
の
羅
姓
の
家
族
の
軒
下
に
お
い
て
雨
宿
り
を
し
て
い
た

が
、
そ
の
際
に
羅
姓
の
家
族
の
五

・
羅
寶
と
問
答
を
し
た
。

そ
の
子
供
の
才
能
が
聰

で
あ
っ
た
た
め
、
一

の
天
書
を

取
り
出
し
て
彼
に
見
せ
た
。
か
つ
彼
を
弟
子
と
し
て
受
け
入

れ
、
詩
を

し
て
去
っ
た
。

嘉
靖
年

、
羅
寶
は
科

の
殿
試
に

用
さ
れ
、
學
士
を

授
與
さ
れ
た
。
萬

年

、
羅
寶
は
吏
部
天
官6

）を
授
與
さ
れ
、

大
軍
を

い
、
法

を
用
い
て
烏
恒
國
の
反

を
平
定
し
た
。

し
か
し
、
軍

を
引
き
上
げ
て
北
京
に

っ
た
後
、
羅
寶
は

姦
臣
に

ら
れ
、
天
牢
に
入
れ
ら
れ
た
。
獄
中
に
い
た
時
、

彼
は
念
佛
を
唱
え
經
を
唱
え
て
懸
命
に
修
行
し
、
そ
の
後
冤

罪
を
晴
ら
し
て
出
獄
し
た
。
羅
寶
は
獄
中
に
お
い
て
五
部
の

經
を
書
き
、
一
淸

人
の
號
を
授
か
り
、
官
職
を
辭
し
て
出

京
し
た
。
紫
霞
山
の
下
に
至
り
、
金

が
派

し
た
童
子
と

出
會
う
と
、
彼
と
一

に
金

の
元
へ
向
か
っ
た７

）。

『
淸

輯

』
で
は
、
金

の
名

は
金
碧
峯
と
な
っ
て
お
り
、

南
京
の
出
身
で
、
官
を
辭
し
た

侶
と
い
う
身
分
で
あ
る
。
甘

州
府

源
縣
に
て
羅

を
弟
子
と
し
た
。
羅

以
外
に
、
金

に
は
す
で
に
林

と
陳

と
い
う
二
人
の
弟
子
が
い
た
。
こ
こ
に

お
い
て
、
靑
幇
弟
子
の
比
較

完

さ
れ
た
傳
承
系
統
が
形
作
ら

れ
た
。
羅

に
と
っ
て
師
父
で
あ
る
金

、

び
兄
弟
子
で
あ
る

林

と
陳

、
こ
れ
ら
を
用

す
る
こ
と
で
、
羅

の
存
在
と
傳

敎
を
辻
褄
の
合
う
、
信

性
あ
る
も
の
た
ら
し
め
た
。
こ
れ
は
、

靑

が
自
身
の
信
仰
の
正
統
性
を
喧
傳
す
る
た
め
だ
と
筆

は
考

え
る
。

そ
し
て
、『
淸

輯

』
と
同
じ
く
金

の
名

を
金
碧
峯
と

し
た
の
は
、『

漕
輯

』
で
あ
る
。『

漕
輯

』
に
は
こ
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

羅
敎
の
創
始

と
し
て
の
羅

は
、
靑
幇
の
實
質

な

師
で
あ
っ
た
が
、
靑
幇
の
幇
會
手

の
中
に
は
、
羅

の

に
ま
た
碧
峯
と
い
う
名
の
金

が
い
た
。
靑
幇
よ
り
も

の

二
十
四
代
の
メ
ン
バ
ー
は
「
淸
、
淨
、

、
德
、

、

、

五
一

金

の
原
型
に
つ
い
て



佛
、
法
、
仁
、
倫
、
智
、

、
本
、
來
、
自
、
信
、
元
、

、

興
、
理
、
大
、

、
悟
、
學
」
と
い
う
二
十
四

字
の
順
序

に
從
っ
て
名

を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
金

は
靑
幇
の
メ
ン

バ
ー
に
よ
っ
て
第
一
代
の

爺
と
見
な
さ
れ
、
そ
の

號
は

淸
源
で
あ
っ
た
。
羅

は
金

の
弟
子
と
見
な
さ
れ
、

號

は
淨
淸
で
あ
っ
た
。
羅

を
除
き
、
金

は
ま
た
林
山
、
陳

震
と
い
う
二
人
の
弟
子
を
受
け
入
れ
た
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

淨
修
、
淨
覺
と
い
う

號
を
つ
け
た
。
羅

は
乾
隆
年

に

翁
、
錢
、

と
い
う
三
人
の
弟
子
を
受
け
入
れ
た
。
こ
の
三

人
の
弟
子
は
翁

、
錢

、

と

さ
れ
て
い
る
。
乾

隆
年

に
お
い
て
、
行
幇
會
社
は
實
質

に
開
始
さ
れ
た
の

で
あ
る８

）。

他
に
、
金

の
名

を
金
碧
峯
と
記
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

『
安
淸
史
鑑
』
と
い
う
「
靑
幇
手

」
が
あ
る
。
し
か
し
、『
安
淸

史
鑑
』
の
記

は

駁
で
、
同
一
書

に
異
な
る

が
登
場
す
る
。

『
安
淸
史
鑑
』
の

首
に
お
い
て
、
碧
峯
は
金

の
字
で
あ
り
、

純
が
名

と
な
っ
て
い
る
。
對
し
て

中
で
は
、
金

の
名

は

圭
峯
と
記
さ
れ
て
い
る９

）。

こ
こ
で

目
す
べ
き
は
、
碧
峯
は
金

の
名
で
は
な
く
、
字
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
名

が
純
に
變
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

金

の
名

を
金
純
と
記
載
し
て
い
る
の
も
、
た
だ
こ
の
「
靑
幇

手

」
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
記

の
混

も
別
の

點
か
ら
考

え
る
と
、『
淸

輯

』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
太
平
天
國
の

に
よ
っ
て
靑
幇

料
が
損

し
、
口
傳
に
よ
っ
て
傳
承
が
維
持
さ

れ
た
と
い
う
傳

、
そ
れ
を
裏
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
筆

は
考
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
同
一
書

に
相
矛

盾
す
る
記
載
が
現
れ
る
の
は
、
口
傳
に
よ
る
混

が
多
い
こ
と
の

『安淸史鑑』の 首（ 密會社叢刊、

臺北：古亭書屋、一九四〇）

五
二

金

の
原
型
に
つ
い
て



更
な
る
證
左
と
な
ろ
う
。

金
碧
峯
、
金
純
以
外
に
、
金
幼
孜
と
い
う

も
あ
る
。

金

に
つ
い
て
一
番
詳
し
く
記

し
て
い
る
の
は
『
淸
門
考

源
』
で
あ
る
。
こ
の
書
物
に
お
い
て
、
は
じ
め
金

の
名

は
幼

孜
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
に
は
金

を
金
純
と
呼
ん
で
い

る
。

彼
が
棲
霞
山
に
修
行
し
た
時
に
は
師
を
持
た
な
か
っ
た
が
、

後
で
一
人
の
老

侶
と
出
會
っ
た
。
こ
の
老

侶
は
、
金

が
西
域
の
菩
薩
の
生
ま
れ
變
わ
り
で
あ
り
、

師
が
金

に
こ
の
事
を
傳
え
る
た
め
に
彼
を
派

し
た
と

べ
、
五

臺
山
に
行
っ
て
佛
門
に

依
す
る
事
を

め
た
。
そ
の
後
、

金

は
五
臺
山
に
行
き
、

頭
禪
師
に
師
事
し
た
。
そ
の
後
、

金

が
圓
寂
し
た
。
彼
の
弟
子
の
林
山
、
陳
雲
に
「
將
來
、

羅
淸
と
い
う
人
物
が
こ
こ
に
來
た
ら
彼
に
經
を
授
け
よ
」
と

い
う

言
を

し
た
。
そ
の
後
、
羅

が
五
臺
山
に
行
き
、

林
、
陳
の
二
人
は
經
書
と
符

を
羅

に
傳
え
た
。
羅

は

金

と
會
っ
た
こ
と
も
な
く
、
金

本
人
が
羅

の
こ
と
を

知
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
無
論
な
か
っ
た
。
彼
は
ま
ず
五
臺
山

に
て

を

し
て
お
り
、
後
に
嘉
靖
年

に
お
い
て
吐
魯

番
の
反

を
平
定
し
た
。
反

を
平
定
し
て
い
た
時
に
金

を
思
っ
た
と
こ
ろ
糧
秣
を
見
つ
け
た
の
で
、
反

を
平
定
し

た
後
、
羅

は
五
臺
山
に
行
っ
て
金

の
臨
濟
宗
の
衣
鉢
を

い
だ10

）。

こ
こ
で
、「
靑
幇
手

」
の
他
に
、
も
う
一
つ

料
を

げ
て

お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
一
九
九
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
和
談
密
使

回
想

』
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
日
中

期
、
蔣
介
石
政
府

が
日
本
と
會
談
す
る
た
め
に
派

し
た
密
使
、
姜
豪
の
回
想

で

あ
る
。
姜
豪
は
も
と
も
と
靑
幇
の
弟
子
で
、
表
面
上
は
會
談
す
る

た
め
の
密
使
で
あ
り
、
實
際
は
日
本
の

報
を
收
集
す
る
た
め
に

會
談
に
赴
い
た
ス
パ
イ
で
あ
っ
た
。
日
中

結
後
、
姜
豪
は

共
產
黨
側
に
つ
き
、
上

史

の

究
員
と
し
て
務
め
た
。
こ

れ
は
彼
が

年
に
出
版
し
た
回
想

で
、
そ
の
中
に
「
我

知

靑
幇
源
流
（
私
の
知
る
靑
幇
の
源
流
）」
と
い
う

が
あ
る
。
そ

こ
に
は
、
彼
が
聞
き

ん
だ
羅
敎
の
傳

が
記
さ
れ
て
い
る
。

金
幼
孜
、
號
は
碧
峯
。

は
南
京

外
の
金
家
堡
で
あ

る
。
元
の
順

至
正
三
年
（
一
三
四
三
）
に
生
ま
れ
、

洪

五
三

金

の
原
型
に
つ
い
て



武

の
時
に

士
に
受
か
っ
た
。

は
北
京
の
燕
王
朱

の
下
で

め
、
後
に
軍
と
と
も
に
南
下
し
、
糧

を

督
す

る
任
に
就
い
た
。
燕
王
が
南
京
で
位
に
就
い
た
後
、
工
部
左

侍

に
任
命
さ
れ
た
。
永

年

に
北
京
へ

し
た
後
は
、

淵
閣
大
學
士
に
改
め
て
任
命
さ
れ
た
。

が
自
ら
遼
東

に

征
し
た
際
、
糧

を

督
す
る
命
を
奉
り
、
ま
も
な
く

遼
東
が
平
定
さ
れ
た
後
、

と
と
も
に

に
凱
旋
し
た
。

金
は
世
俗
の
煩
わ
し
さ
を
見

き
、

を

敬
し
、
官
職

を
辭
し
て
、
棲
霞
山
に

居
し
て
修

を
行
っ
た
。
後
に
五

臺
山
へ
赴
い
て
授
戒
を
求
め
、
佛
門
禪
宗
臨
濟
派
三
十
六
傳
、

頭
禪
師
を
師
と
し
て
仰
ぎ
、
ま
た
、
淸
源
と
い
う
名
を
頂

い
た
。
そ
れ
か
ら
は
紫
霞
洞
に
て

遁
し
て
修
行
を
積
み
、

數
年
後
に
世
を
去
っ
た
。
靑
幇
は
こ
う
し
て

を
始

と

し
、
金
幼
孜
を
一
代
目

師
と
し
た
の
で
あ
る11

）。

こ
の
記

に
よ
れ
ば
、
金
碧
峯
と
金
幼
孜
と
い
う
、
金

の
名

と
し
て
よ
く
見
ら
れ
る
二
つ
の

を
、
一
つ
の
も
の
と
し
て
ま

と
め
上
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
幼
孜
が
名
で
、
碧
峯
が
號
で
あ

る
。
ま
た
、
金
幼
孜
は

代
の

士
で
あ
る
と

確
に
指
摘
し
て

い
る
。
こ
の
書
は
、
金

の
原
型
を

ら
か
に
す
る
た
め
の
直
接

な
材
料
を
提
供
し
た
。
ま
た
、
こ
の
書
物
が
出
版
さ
れ
た
時
代

も
あ
ら
ゆ
る
「
靑
幇
手

」
よ
り
は
る
か
に

く
、
加
え
て
、
そ

の
作

も
靑
幇
の
幹
部
で
は
な
く
、
た
だ
の
一
般
信
徒
で
あ
っ
た

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

容
は
細
部
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど

「
靑
幇
手

」
と
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
靑
幇
メ
ン
バ

ー
の

の
口
傳
は
比
較

嚴
密
で
系
統
立
っ
て
お
り
、「
靑
幇
手

」
に
記
載
さ
れ
た
口
傳
の
傳

も
現
實
と
は
一
致
し
て
お
り
、

信
ず
る
に
足
る

容
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
靑

幇
が
自
由
度
の
高
い
羅
敎
組
織
か
ら
、
嚴
格
な
幇
會
組
織
へ
と
變

容
し
、
そ
の
傳
承
も

が
破

さ
れ
る
以

か
ら
嚴
密
で
系
統

立
っ
て
お
り
、
破

さ
れ
た
後
も
口
傳
に
よ
っ
て
そ
の
特

を
保

っ
た
と
い
う
側
面
を
垣

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、『

指
南
』
の
み
、
金

は
山
西
太
原
の
人
、
金
家

堡
に
居
り
、
修
行
地
點
は
四
川

山
で
あ
る
、
と
記
し
て
い

る
。
以
上
の

報
を
ま
と
め
る
と
、
金

に
關

す
る

容
は
以

下
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
金

の
名

は
碧
峯
、
純
、
幼
孜
と
い
う

が
あ
る
。

五
四

金

の
原
型
に
つ
い
て



碧
峯
の
頻
度
は

も
高
い
。
金

の
出
身
に
つ
い
て
、『

指

南
』
を
除
き
、
他
の
「
靑
幇
手

」
は
ど
れ
も
「
應
天
府
」（
今

の
南
京
）
と
記

し
て
い
る
。

四

金

の
原
型

以
上
を
ま
と
め
て
、
金

の
原
型
は
三
つ
と
考
え
る
。
靑
幇
メ

ン
バ
ー
は
金
碧
峯
（
峯
は
峰
の
異
體
字
で
、
こ
こ
で
は

て
峯
と
し

て

う
）、
金
幼
孜
、
金
純
の
三
人
の
話
を
組
み
合
わ
せ
て
金

と
い
う
人
物
イ
メ
ー
ジ
を

り
上
げ
た
。
そ
し
て
こ
の
三
人
、
特

に
金
碧
峯
に
は
、
更
に
深
く
考
察
す
る
價
値
が
あ
る
。

一
）
金
碧
峯

金
碧
峯
と
い
う
人
物
は
、

代
の
羅

登
が

し
た
小

『
三

寶
太

下
西
洋
記
』
に
登
場
す
る

人
公
の
一
人
で
あ
る
こ
と
に

目
さ
れ
た
い
。
靑
幇
の
弟
子
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
羅

の
傳

を
膨
ら
ま
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
三
寶
太

下
西
洋
記
』

に
登
場
す
る
金
碧
峯
の
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
入
れ
た
こ
と
を
合
わ
せ

て
考
え
れ
ば
、
靑
幇
メ
ン
バ
ー
が
羅

の
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
る
際

に
は
、
あ
る

度

學
か
ら
の
影

を
受
け
た
こ
と
が
言
え
る
。

『淸

輯 』

『 漕

輯 』

『安淸

史鑑』

『淸門

考源』

『

指南』

『和談密

使回想

』

名 碧峯 碧峯 純 幼孜・純 幼孜

字・號 淸源 碧峯・圭

峯

碧峯

出身 南直 應

天府

江蘇 應

天府

應天府 應天府 山西太原

金家堡

南京 外

金家堡

身分 紫霞山の

侶

棲霞山の

侶

棲霞山に

修行、五

臺山臨濟

宗 頭禪

師の弟子、

護國禪師

五臺山

頭禪師の

弟子

の弟

子、四川

山に

修行

棲霞山と

紫霞洞に

修行、五

臺山 頭

禪師の弟

子

五
五

金

の
原
型
に
つ
い
て



代
後
期
に
は
、

史
上
實
在
の
人
物
、
特
に

敎
の

師
な

ど
に
つ
い
て
、
世
人
を
救
う
た
め
に
天
か
ら

わ
さ
れ
た
と
い
う

よ
う
に
、
出
身
を
神
格

し
た
上
で
、
法

な
ど
を
用
い
て
番
兵

を

か
せ
、
民
草
を
患

か
ら
救
っ
た
と
す
る
、
似
た
よ
う
な
プ

ロ
ッ
ト
を
持
つ
物
語
が
多
數
出
現
し
た
。
靑
幇
で
語
ら
れ
る
羅
敎

の
傳

も
、

ら
か
に
實
際
の
事
跡
が
そ
う
し
た
枠
組
に
當
て
は

め
ら
れ
る
こ
と
で

立
し
た
も
の
と
言
え
る
。
羅
敎
の

立
年
代

が

後
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
種
の
小

や
物
語
の
影

を
受
け
る

因
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

金
碧
峯
に
關
す
る
記

は
小

の
中
に
の
み
現
れ
た
話
で
は
な

く
、

の
筆
記
史
料
等
に
よ
く
書
か
れ
た
話
で
も
あ
る
。
特
に
金

碧
峯
と

太

の
話
は
幾
つ
か
の
史
料
に
現
れ
た
。

例
え
ば

應
詳
の
『
靜

齋
惜
陰

』
に
は
以
下
の
よ
う
な
記

載
が
あ
る
。「
金
碧
峯
は
、

國
の
一
和

な
り
。
宣
州
に
寓
す
。

太

江
を

ぐ
る
に
、
元
氏
の
故
臣

へ
て
謂
ひ
て
曰
は
く

「
將
軍

霸
を
恃
ま
ば
、
我

當
に
財
賄
有
り
て

贐
す
べ
し
。」
と
。

太

之
を
叱
り
て
曰
は
く
「
我
天
に
應
へ
人
に
順
ひ
王

を
行
へ

り
。
汝
敢
へ
て
霸
を
以
て
我
を

ん
や
。」
と
。
故
臣
曰
は
く

「
若
し
篤
く
王

を
行
は
ば
、
宣
州
の
胡

金
碧
峯
。
を

ぬ
べ

し
。」
と
。」

12
）

史
部
の
書

『

書
』
に
も

似
し
た
記
載
が
あ
る
。「
時
に

太

江
を
渡
り
、
偶
々
一
元
臣

へ
て
謂
ひ
て
曰
は
く
「
今
霸

た
ら
ん
と
慾
す
れ
ば
、
我

將
に
財

を

贐
せ
ん
。」
と
。
上

叱
り
て
曰
は
く
「
我

本
よ
り
天
に
順
ひ
人
に
應
へ
王

を
行
へ
り
。

汝
敢
へ
て
我
を
霸

せ
ん
や
。」
と
。
元
臣
曰
は
く
「
若
し
篤
く

王

を
行
は
ば
、
宣
州
の
胡

金
碧
峯
を

ぬ
べ
し
。
必
ず
授
く

る

有
り
。」
と13

）。

上
記
二
書
の
記

は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
見

て
、
金
碧
峯
の
傳

は
、

代
で
は

に
廣
く
傳
播
し
て
お
り
、

外
史
筆
記
に
共

し
て
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

筆

が
案
ず
る
に
、
金
碧
峯
が

太

に
指

を
與
え
た
と
い
う

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
金

が
護
國
禪
師
に
封
じ
ら
れ
、
皇

と
密
接

な
關
係
に
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
「
靑
幇
手

」
に
記
載
さ
れ

た
羅
敎
傳

の
ス
ト
ー
リ
ー
の
藍
本
の
一
つ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

正
史
に
お
い
て
、
金
碧
峯
が
國
師
に
封
じ
ら
れ
た
記
載
は
存
在

し
な
い
。
た
だ
、
金
碧
峯
と
い
う
人
物
が
實
在
し
て
、

の
太

五
六

金

の
原
型
に
つ
い
て



と
何
ら
か
の
關
係
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
事
實
で
あ
る
。

代
の
南
京

外
に
は
碧
峯
寺
が
存
在
し
、
萬

年

の
『
應
天
府

志
』
に
は
、「
碧
峯
寺

聚
寶
門
の
外
に
在
り
、

ち
古
瑞
相
院
鐡

索
寺
の
故
基
な
り
。
國

洪
武
中
、

金
碧
峯
建
て
て
、
今
の
額

を
賜
へ
り
。」

14
）

と
記
さ
れ
、『
金
陵
梵
刹
志
』
も
碧
峯
寺
に
つ
い
て

「
國

洪
武
中
の
敕
建
に
し
て
、
異

金
碧
峯
居
り
て
、
因
り
て

名
づ
け
り
。」

15
）

と
記
し
て
い
る
。
上

の
、
金
碧
峯
が

の
太

に
敎
え
を
施
し
た
と
い
う
記
載
と
比
べ
れ
ば
、
碧
峯
寺
に
關
す
る

記
載
の
方
が
よ
り
信

性
が
高
い
。
そ
の
名

を
以
て
命
名
さ
れ

た
寺
院
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
金
碧
峯
と
い
う
人
物
が
實
在
し
て

い
た
こ
と
の
證
左
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
碧
峯
寺
が

太

の
敕

命
に
よ
り
建
立
さ
れ
、
太

自
ら
そ
の
扁
額
を
賜
っ
た
こ
と
も
、

金
碧
峯
が
太

と

く
無
關
係
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

國
師
に
封
じ
ら
れ
た
こ
と
に
至
っ
て
は
、
十
中
八
九
靑
幇
メ
ン
バ

ー
に
よ
る
潤
色
で
、
考
證
す
る
餘
地
は

く
な
い
。

『
安
淸
史
鑑
』、『
淸
門
考
源
』、『
和
談
密
使
回
想

』
で
は
、

い
ず
れ
も
金
碧
峯
を

頭
禪
師
の
弟
子
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
着

目
し
て
み
る
と
、
そ
れ
を
記
し
た
史
料
が
一
つ
あ
る
。
淸
の

喜

が

輯
し
た
『

門
世

』
の
臨
濟
派
の
條
に
よ
れ
ば
「

た
第

十
四
世
、
界
源
禪
師
。
嗣
法
の
門
人
は
性
金
、
號
は
碧
峯
な
り
。

た
一
枝
を
旁
出
す
。（
中
略
）

た
碧
峯
下
第
二
世
、

頭
禪

師
。
北
京
西
山
に
お
い
て
、
萬
壽
戒
壇
を
建
て
、
臨
濟
の
一
枝
を

出
す
。」

16
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
碧
峯
性
金
禪
師
が
臨

濟
宗
第
十
四
世
の
界
源
禪
師
か
ら
獨
立
し
て
別
に
一
派
を
爲
し
、

そ
の
弟
子
に

頭
禪
師
を
取
り
、
そ
の
一
派
を
確
立
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
金
碧
峯
と

頭
禪
師
の
關
係
は
、

『
安
淸
史
鑑
』、『
淸
門
考
源
』、『
和
談
密
使
回
想

』
の
も
の
と

は
あ
べ
こ
べ
で
あ
る
が
、
師
弟
關
係
に
あ
っ
た
こ
と
や
一
派
を
爲

し
た
こ
と
は
一
致
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
や
や
異
な
る
記

も

淸
の
守
一
重
が

輯
し
た
『
宗
敎
律

家
演
派
』
に
見
ら
れ
る
。

「
六

よ
り
法
は
南
嶽
讓
に
傳
わ
り
、
南
嶽

馬

に
傳
ふ
る
は
一

な
り
。
馬

百
丈

に
傳
へ
、
百
丈

檗

に
傳
へ
、

檗

臨
濟
義
玄
禪
師
に
傳
へ
て
、
後
人
立
て
て
臨
濟
宗
と
爲
す
。（
中

略
）
臨
濟
下
十
九
世
。
碧
峯
性
金
禪
師
。
演
派
は
二
十
字
な
り
。

（
中
略
）

臨
濟
下
二
十
五
世

碧
峯
下
第
七
世
）。

空
智
板
禪
師
。

演
派
は
十
六
字
な
り
。（
中
略
）
臨
濟
下
二
十
七
世

空
下
第
三

五
七

金

の
原
型
に
つ
い
て



世
）。
北
京
西
山

頭
禪
師
。
演
派
は
二
十
四
字
な
り
。」

17
）

こ
の
記

に
よ
れ
ば
、
臨
濟
義
玄
か
ら
十
九
世
、
碧
峯
性
金
禪
師
に
至
っ

て
分
派
し
、
彼
か
ら
七
世
代
經
て

空
智
板
禪
師
で
分
派
し
、
そ

し
て
、

空
智
板
禪
師
か
ら
更
に
三
世
代
經
て

頭
禪
師
に
至
る

の
で
あ
る
。
こ
の
記

に
お
け
る
人
物
關
係
は
『
安
淸
史
鑑
』、

『
淸
門
考
源
』、『
和
談
密
使
回
想

』
と
は
一
致
し
な
い
が
、

頭
禪
師
を
臨
濟
三
十
六
傳
と
三
十
七
世
と
し
て
い
る
點
で
は
か
な

り

く
、
口
傳
で
あ
っ
た
こ
と
も
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
は

差
の
範

圍

で
あ
る
。

ま
た
、
皇

と
の
交
流

び
五
臺
山
な
ど
に
着
目
す
る
と
、

侶
の
傳
記
を
記
し
た
書
物
『
補
續
高

傳
』
と
『

燈

』
に
、

そ
れ
ぞ
れ
「
金
碧
峯
傳
」

18
）

と
「
代
州
五
臺
靈
鷲
碧
峯
寶
金
禪
師
」

19
）

の
條
に
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

の
方
が
よ
り
詳
細
で
あ
る
が
、

そ
の
記
さ
れ
た
事
跡
は
兩

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
二
書
の
記

載
に
よ
れ
ば
、
金
碧
峯
は
五
臺
山
に
庵
を
結
ん
で

法
し
、
元
の

至
正
戊
子
年
（
至
正
八
年
、
一
三
四
八
）
に
順

に
召
さ
れ
、
そ

し
て
、

の
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
）
に
太

に
召
さ
れ
て
、
佛

法
に
つ
い
て

ね
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ

る
金
碧
峯
は
確
か
に
五
臺
山
に

ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
、

永

で
は
な
い
も
の
の
、
元
の
順

、

の
洪
武

と
は
交
流

が
あ
る
。
年
號
に

目
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
二
書
で
は
元
の
順

に
召
さ
れ
た
の
が
至
正
八
年
と
な
っ
て
お
り
、『
回
想

』
で
は

生
ま
れ
が
至
正
三
年
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
僅
差
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
『

燈

』
で
は
南

嶽
下
二
十
二
世
と
し
て
お
り
、
先
ほ
ど

げ
た
『
宗
敎
律

家
演

派
』
に
お
い
て
臨
濟
下
十
九
世
（
南
嶽
下
二
十
二
世
）
と
な
る
碧

峯
性
金
禪
師
と
丁
度
一
致
す
る
。

『
淸
門
考
源
』
に
は
、
金

の
傳
記
以
外
に
も
「
碧
峯
禪
師
傳

」
と
い
う

が
あ
る
。
そ
の
中
に
記

さ
れ
る
碧
峯
禪
師
は
、

「
金
性
禪
師
、
乾
州
石
氏
子
」
と
な
っ
て
い
る
。「
金
性
禪
師
」
は

ら
か
に
「
性
金
禪
師
」
を
ひ
っ
く
り

し
た
も
の
で
あ
り
、

「
碧
峯
禪
師
傳

」
に
お
い
て
碧
峯
禪
師
は
金

と
呼
ば
れ
て
い

る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、

代
の
臨
濟
宗

を
引
用
し
、「
碧
峯

性
金
禪
師
」
を
金

で
置
き
替
え
と
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
留

す
べ
き
は
、
こ
の

容
は
同
書
の
「
金

傳

」
と
は

相
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現

は
『
淸
門
考
源
』
に

五
八

金

の
原
型
に
つ
い
て



の
み
見
ら
れ
、
こ
れ
は
作

の
個
人

作
爲
に
よ
る
も
の
な
の
か
、

あ
る
い
は
作

の
屬
す
る
分
派
に
流
傳
す
る

で
あ
る
の
か
、
考

證
す
る
に
は

料
が
足
り
ず
、
定
か
で
な
い
。

以
上
見
て
き
た

が

史

事
實
で
あ
る
か
ど
う
か
は
さ
て

お
き
、
そ
の
臨
濟
宗
の
傳
承
、
師
弟
關
係
、
庵
を
結
ん
だ
五
臺
山
、

皇

と
の
交
流
等
の
事
跡
を
勘
案
す
れ
ば
、
靑
幇
に
お
い
て
傳
承

さ
れ
て
き
た
傳

の
原
型
が
、
上
で

げ
た
禪

に
少
な
か
ら

ず
由
來
す
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
か
ろ
う
。

二
）
金
幼
孜

『

史
』
に
金
幼
孜
の
傳
記
が
あ
り
、「
金
幼
孜
、
名
は
善
以
、

字
は
行
、
新

の
人
な
り
。
建

二
年

士
、

科
給
事
中
を
授

く
。

位
し
、
改
め
て
翰
林

討
と
な
り
、
解

等
と
同
じ

く

淵
閣
に
直
し
、
侍

に

る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

淵

閣
大
學
士
と
い
う
官
職
は
『
和
談
密
使
回
想

』
の
記

と
も
一

致
す
る
。
更
に
、『

史
』
に
は
金
幼
孜
が
永

の
北
征
に
附

き
從
っ
た
と
い
う
記
載
も
あ
り20

）、
こ
れ
も
『
和
談
密
使
回
想

』

の
記

と

似
し
て
い
る
。

三
）
金
純

洪
武
年

か
ら
宣
德
三
年
（
一
四
二
八
）
ま
で

司

中
、

江
西
布
政
司
右
參
政
、
刑
部
左
右
侍

、
禮
部

書
な
ど
の
官
職

を

任
し
た
、
正
統
五
年
（
一
四
四
〇
）
に

く
な
っ
た
。
永

九
年
（
一
四
一
一
）、
金
純
は
皇

の
命
令
を
受
け
、

禮
と
一

に
會

河
を
治
理
し
た
。
ま
た
徐
亨
、
蔣
廷

と
一

に
魚
王

口
の

河
故

を
浚
渫
し
た
。」

21
）

會

河
と
は
元
代
に
掘
ら
れ
た

山
東
東
平
か
ら
臨
淸
ま
で
の

河
で
、
漕

の
河

の
重

な
一

部
分
で
あ
る
。
金
純
は
會

河
を
浚
渫
し
た
漕

と
し
て
貢

し

た
。
彼
が

く
な
っ
た
二
年
後
（
正
統
七
年
、
一
四
四
二
）
に
羅

が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
羅

が
彼
に
弟
子
入
り
す
る
の
は
不

可
能
で
あ
っ
た
。
後
世
に
彼
が

師
と

め
ら
れ
た
原
因
は
、
漕

へ
の
貢

に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

金
幼
孜
と
金
純
の
正
體
は
比
較

に

確
で
あ
り
、
記
載
も
比

較

に
完

さ
れ
た
も
の
で
、
考
證
す
べ
き
箇

は
反
比
例
し
て

比
較

に
少
な
く
、「
靑
幇
手

」
の

容
と
一
致
す
る
箇

も

殆
ど
な
い
。
金
幼
孜
と
金
純
と
い
う
二
人
の
人
物
が
爲
し
た
事
跡

を
、
靑
幇
メ
ン
バ
ー
が
直
接
借
用
し
て
羅
敎
の
傳

の
中
に
組
み

ん
だ
と
推
測
で
き
よ
う
。

五
九

金

の
原
型
に
つ
い
て



五

結
論

の
考
證
に
よ
り
、
羅
敎
の
傳

の
中
で
、
金

の
イ
メ
ー

ジ
の
原
型
は
金
碧
峯
、
金
幼
孜
、
金
純
の
三
人
に
由
來
す
る
。
そ

の
中
で
金
碧
峯
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
多
く
の
由
來
が
あ
っ
た
。
靑

メ
ン
バ
ー
が
借
用
す
る
以

か
ら
、

に
數
種
の
傳

が
形

さ

れ
て
お
り
、
羅
敎
の
傳

を

り
上
げ
る
に
際
し
て
、
靑
幇
メ
ン

バ
ー
は
そ
れ
ら
を
一

く
た
に

い
、
小

・
禪
門
典

な
ど
に

現
れ
た

々
な
金
碧
峯
イ
メ
ー
ジ
を
融
合
さ
せ
た
。
金
幼
孜
、
金

純
に
至
っ
て
は
、
そ
の
正
體
が

確
で
あ
る
た
め
に
、
大
き
く
は

改

で
き
ず
、
彼
ら
の
事
跡
に
少
し
潤
色
を
加
え
て
、
直
接
借
用

し
た
よ
う
で
あ
る
。

す
べ
き
は
、
今
日
見
ら
れ
る
羅
敎
の
傳

は
「
靑
幇
手

」
の
記
載
に
よ
る
が
、
靑
幇
は
も
と
も
と
水
手
に
よ
る
羅
敎
組

織
か
ら
轉
換
し
た
も
の
で
あ
り
、
傳

の
源
は
靑
幇
の

立
よ
り

も
早
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

代
後
期
、
濃
い
宗
敎
雰
圍
氣
の

下
で
、

俗
小

の
中
に
も
宗
敎
の
人
物
を

人
公
と
す
る
題
材

が

え
た
。
羅
敎
の
傳

も
、
似
た
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
り
、

代

俗
小

の
影

を
受
け
た
と
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

羅
敎
の
傳

も
、

代
あ
た
り
か
ら
形

さ
れ
始
め
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
影

下
で
、
羅
敎
は

代
小

の
中
の
金

碧
峯
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
用
し
、
ま
た
、
水
手
ら
は
漕

を
生
業
と

し
、
川

が
彼
ら
の
仕
事
場
で
あ
っ
た
た
め
、
川

の
整
備
を
行

っ
た
金
純
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
借
用
し
た
。
更
に
、
羅
敎
傳

の
中
に
は
、
羅

が
出
征
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

永

に

っ
て
出
征
し
、
大
い
に
永

か
ら
恩
寵
を
受
け
た

金
幼
孜
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
用
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
靑
幇
は
自
ら
の
傳

に

附
け
を
行
っ
た
だ
ろ
う
と
筆

は
考
え
る
。

１
）

山
德
淸
『

山
老
人
夢

集
』

三
十
二
、

生
儀
軌
「
今

世

五
部
六

之

、
乃
外

人

師
長
、

佛

言
句
、

集
世
俗
鄙
俚
之
言
、
以
惑
愚
民
、

謂

眞

、

今

旨

禁
皆
此
輩
也
。
在
家
之
人

有
好
善
之
心
、
何
不

依
三
寶
、

而
必

此

豈
智
人
哉

」

淸
順
治
十
七
年
刻
本
）
六
一
九

頁

2
）

莊
吉
發
『
眞
空
家

』「

淸
時
期
、
民

密
宗
敎
各
敎
派

六
〇

金

の
原
型
に
つ
い
て



念
誦

寶

經

中
多
見
有
「
無
生
老
母
」
或
「
無
生
父
母
」

等
字

、
反
映
無
生
老
母

崇

、
已
經

爲
民

密
宗
敎
各

敎
派

共
同
信
仰
、

末
淸

以
來
、
民

密
宗
敎
信
仰

就
是
以
無
生
老
母
爲
信
仰

核
心
。」（

史
哲
出
版
社
、
二
〇
〇

二
）
四
二
八
頁

3
）

寶

に
關
す
る

究
は
、
澤
田
瑞
穗
『

補
寶

の

究
』

（
東
京：

國
書
刊
行
會
、
一
九
七
五
）

び
酒
井
忠
夫
『
中
國
善

書
の

究
』（
東
京：
國
書
刊
行
會
、
一
九
九
九
）
な
ど
が
あ
り
、

寶

の
由
來
と
發
展
を
詳
し
く
記

し
た
。

4
）

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
「
比
較
神
話
學
」、『
比
較
宗
敎
學
の
誕

生
』

收
、
山
田
仁
史
、
久
保
田

、
日
野

譯
（
國
書
刊
行

會
、
二
〇
一
四
）
二
二
頁
。

5
）
『
淸

輯

』
序
「
咸
豐
十
年
、
洪
楊
之
役

家
廟
。

有

書

燼
無
存
。
是
故

中
妙
用
、
失
其
本
眞
。
須
先

後
學
、

以
口
傳
心
授
、
無
如
相
沿
。
日
久

性
理
各
殊
、
五

八
門
、

互
相
詰

之
。

端
竝

。
究
其

言
人
人
殊
、
而

苦
無
考

證
。」（
崇
義
悟
學
社
復
刊
、

密
會
社
叢
刊
、
臺
北：

古
亭
書
屋
、

一
九
四
〇
）
一
頁

6
）

吏
部
天
官
は
吏
部

書
の
別

で
あ
る
。

の
武
后
が
一
時

に
吏
部
を
天
官
と
改

し
、
後
世
も
天
官
と
い
う
名

を
襲
用
し

た
。
天
官
は
吏
部
の
別

で
あ
る
が
、
吏
部
天
官
は
吏
部

書
を

指
す
。『

考
』

五
十
二
、
職
官
志
六：

「『

禮
』
天
官

「
太
宰
掌
建

之
六
典
、
以
佐
王
理

國
。」（
中
略
）

武
太
后

以
吏
部
爲
天
官
、

部
爲
地
官
、
禮
部
爲
春
官
、
兵
部
爲
夏
官
、

刑
部
爲
秋
官
、
工
部
爲

官
、
以
承

六
官
之
制
。」（『

禮
』

天
官
「
太
宰
は
建

の
六
典
を
掌
り
、
以
て
王
の

國
を
理
む
る

を
佐
く
。」（
中
略
）

の
武
太
后

に
吏
部
を
以
て
天
官
と
爲

し
、

部
を
地
官
と
爲
し
、
禮
部
を
春
官
と
爲
し
、
兵
部
を
夏
官

と
爲
し
、
刑
部
を
秋
官
と
爲
し
、
工
部
を

官
と
爲
し
、
以
て

六
官
の
制
を
承
く
。）
北
京：

中
華
書
局
、
二
〇
一
一
。

7
）
『
淸

輯

』
二
五
〜
三
二
頁
を
參
照

8
）

張
樹
聲
『

漕
輯

』（
崇
義
悟
學
社
復
刊
、

密
會
社
叢
刊
、

臺
北：

古
亭
書
屋
、
一
九
四
〇
）

9
）

耿

英
等
『
安
淸
史
鑑
』（

密
會
社
叢
刊
第
二
輯
、
臺
北：

古
亭
書
屋
、
一
九
四
〇
）

10
）

陳
國
屛
『
淸
門
考
源
』（
民
國
叢
書
第
一

、

版
一
九
四
六
、

上

書
店
、
一
九
八
九
）

11
）

姜
豪
『
和
談
密
使
回
想

』「
金
幼
孜
號
碧
峯
、

南
京

外
金
家
堡
、
生
于
元
順

至
正
三
年
（
一
三
四
三
）、
名
洪
武
時

考
中

士
、
先
在
北
京
燕
王
朱

任
職
、
后
隨
軍
南
下
、

責

督
糧

。
燕
王
在
南
京
正
位
后
、
任
工
部
左
侍

、
永

北
京
、
改
任

淵
閣
大
學
士
、

親
征
遼
東
、
奉
命

督

糧

、
不
久
遼
東
平
定
、
隨

凱
旋
回

、
金
看
破
紅
塵
、
仰

慕

、
辭
官

居
棲
霞
山
修

、
后

轉
至
五
臺
山
求
戒
。

佛
門
禪
宗
臨
濟
派
36
傳

頭
禪
師
爲
師
、

取
名
淸
源
、
從
此
在

紫
霞
洞

修
、
數
年
後
去
世
。
靑

以

爲
始

、
以
金
幼

六
一

金

の
原
型
に
つ
い
て



孜
爲
第
一
代

師
。」（
上

書
店
、
一
九
九
八
）
九
八
〜
九
九
頁

12
）

應
詳
『
靜

齋
惜
陰

』

十
二
「
金
碧
峯

、

國
一
和

也
、
寓
宣
州
。
太

江
、
元
氏
故
臣

、
謂
曰
「
將
來
軍
恃

霸
、
我
當
有
財
賄

贐
。」
太

叱
之
曰
「
我
應
天
順
人
行
王

、

汝
敢
以
霸

我
耶

故
臣
曰
「
若
篤
行
王

可

宣
州
胡

金
碧

峯
。」（『
四
庫

書
存
目
叢
書
』
第
八
十
四

、
齊
魯
書
社
、
一

九
九
五
）
一
四
二
頁

13
）
『

書
』

一
百
六
十
、
異
敎
傳
「
時
太

渡
江
、
偶
一
元
臣

謂
曰：

「
今
慾
霸
、
我
將
財

贐
。
上
叱
曰
「
我
本
順
天
應

人
行
王

、
汝
敢
霸

我
耶

」
元
臣
曰：

「
若
篤
行
王

、
可

宣
州
胡

金
碧
峯
、
必
有

授
。」（
淸
畿
輔
叢
書
本
、
嚴
一
萍

輯
『
百
部
叢
書
集

』、
一
九
六
六
）
一
八
七
二
頁

14
）

萬

『
應
天
府
志
』

二
十
三
、

誌
下
「
碧
峯
寺
在
聚
寶
門

外
、

古
瑞
相
院
鐵
索
寺
故
基
。
國

洪
武
中

金
碧
峯
建
、
賜

今
額
。」（『
四
庫

書
存
目
叢
書
』
第
二
〇
三

、
齊
魯
書
社
、

一
九
九
五
）
一
九
四
頁

15
）
『
金
陵
梵
刹
志
』

三
十
八
「
國

洪
武
中
敕
建
、
居
異

金

碧
峯
、
因
名
。」（『
四
庫

書
存
目
叢
書
』
第
二
四
四

、
齊
魯

書
社
、
一
九
九
五
）
三
三
五
頁

16
）

喜
『

門
世

』
臨
濟
派
條
「

第
十
四
世
界
源
禪
師
。
嗣

法
門
人
性
金
。
號
碧
峯
。

旁
出
一
枝
。（
中
略
）

碧
峯
下
第

二
世

頭
禪
師
。
於
北
京
西
山
。
建
萬
壽
戒
壇
。

出
臨
濟
一

枝
。」（『
續
藏
』・
一
・
三
四
〇
）

17
）

守
一
重
『
宗
敎
律

家
演
派
』「
自
六

法
傳
南
嶽
讓
。
南
嶽

傳
馬

一
。
馬

傳
百
丈

。
百
丈
傳

檗

。

檗

傳
臨
濟

義
玄
禪
師
。
後
人
立
爲
臨
濟
宗
。（
中
略
）
臨
濟
下
十
九
世
。
碧

峯
性
金
禪
師
。
演
派
二
十
字
。（
中
略
）

臨
濟
下
二
十
五
世

碧

峯
下
第
七
世
）

空
智
板
禪
師
演
派
十
六
字
。（
中
略
）
臨
濟
下
二

十
七
世

空
下
第
三
世
）北
京
西
山

頭
禪
師
。
演
派
二
十
四

字
。」（『
續
藏
』・
一
・
二
六
二
）

18
）

河
『
補
續
高

傳
』「
寶
金
。
號
碧
峯
。
乾
州
永
壽
石
氏
子
。

生
多
祥
異
。
六

依
雲
寂

公
爲
弟
子
。
剃
落

戒
。（
中
略
）

游
五
臺
山
。（
中
略
）
師
乃
就
山
建
靈
鷲

。
四
方
聞
之
。
不

千
里
。

糧
來

。（
中
略
）
至
正
戊
子

。
順

使

。
召
至
燕

。
慰

甚
至
。（
中
略
）
洪
武
戊
申
。
我
太

位
于
建
業
。

年
己
酉
。
燕

平
。

年
庚
戌
。
詔
師
至
南
京
。

見
上
於
奉
天
殿
。（
中
略
）

留
於
大
天
界
寺
。
時
召
入
。
問
佛

法
。（
中
略
）
時
疾
已
革
。
不
能
詣
闕
謝
。
至
六

四
日
。
沐
浴

更
衣
。
與
四

言
別
。（
中
略
）
夷
然
而
逝
。
世
壽
六
十
五
。

臘
五
十

九
。」（『
續
藏
』・
十
四
・
一
二
九
）

19
）

元
賢
輯
『

燈

』「
代
州
五
臺
靈
鷲
碧
峯
寶
金
禪
師
。
乾
州

永
壽
人
。
姓
石
氏
。（
中
略
）
未
幾
果
生
師
。
白
光
燁
燁
照
室
。

六

禮
雲
寂

法
師
爲
童
子
。

受
大

戒

徧
詣

肆
。（
中

略
）

五
臺
山
。（
中
略
）
師
乃
就
山
結
靈
鷲

以
居
。

聲
光
日
露
。
四
方
聞
之
不

千
里
。

糧
來

日
繽
紛
也
。

（
中
略
）
至
正
戊
子
順

使
詔
至
京
。
甚
敬
之
。
命

印
寺
。

六
二

金
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て



（
中
略
）
太

高
皇

位
詔
師
至
南
京
。
見
上
于

殿
。
問
佛

法
大

。（
中
略
）
未
幾
示
微
疾
。
弟
子

留
末
後
句
。
師
曰
。

三
藏
法
寶

爲
故
紙
。
吾
言
慾
何
爲
。
怡
然
而
逝
。
壽
六
十
五
臘

五
十
九
。」（『
續
藏
』・
五
・
三
九
七
）

20
）
『

史
』

一
百
四
十
七
、
列
傳
第
三
十
五
「
金
幼
孜
、
名
善

以
、
字
行
、
新

人
。
建

二
年

士
、
授

科
給
事
中
。

位
、
改
翰
林

討
、
與
解

等
同
直

淵
閣
、

侍

。（
中

略
）

年
北
征
、
幼
孜
與
廣
、
榮
扈
行
、
駕

淸
水
源
、
有
泉
湧

出
。
幼
孜

銘
、
榮

詩
、
皆

以
上

。

重
幼
孜

學
、

山
川

、

命
記
之
。
幼
孜
據
鞍

草
立
就
。
使
自
瓦
刺
來
、

召
幼
孜
等
傍
輿
行
、
言
敵
中
事
、
親
倚
甚
。」（
中
華
書
局
、
一

九
七
四
）
四
一
二
七
頁

21
）
『

史
』

一
百
五
十
七
、
列
傳
第
四
十
五
「
九
年
命
與

禮

同
治
會

河
、

同
徐
亨
、
蔣
廷

浚
魚
王
口

河
故

。」（
中

華
書
局
、
一
九
七
四
）
四
二
八
七
頁

六
三
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